
 
 

 

白岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要 

                                                                                                                             

１ 改正の理由  
  国民健康保険の適正かつ安定的な運営を確保することを目的とし、国

民健康保険税の税率を改定するため、本条例の一部を改正するものであ

る。  
 
２ 改正の概要  
⑴ 第３条関係  

   基礎課税額（以下「医療分」という。）の所得割額の率を１００分の

７．１５から１００分の７．３７に改正する。  
 ⑵ 第４条関係  
   医療分の被保険者均等割額（以下「均等割額」という。）を３３，６

００円から４０，１００円に改正する。  
⑶ 第５条関係  

   後期高齢者支援金等課税額（以下「支援金分」という。）の所得割額

の率を１００分の２．５４から１００分の２．５８に改正する。  
 ⑷ 第６条関係  
   支援金分の均等割額を１５，２００円から１５，７００円に改正す

る。  
 ⑸ 第２０条（国民健康保険税の減額）の整備  

ア 第１項関係  
    第１項は、被保険者の所得の合算額が一定の額以下の場合に、そ

れぞれの所得区分に応じ均等割額を減額するものである。  
    第４条及び第６条による医療分及び支援金分の均等割額の改正に

伴い、それぞれの所得区分に応じ減額（７割、５割又は２割）され

る金額を改正する。  
  イ 第２項関係  
    第２項は、６歳に達する日以降の最初の３月３１日以前である未

就学児がいる場合、均等割額（第１項による減額の適用がある場合

には、適用後の額）の５割を減額するものである。  
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    第４条及び第６条による医療分及び支援金分の均等割額の改正に

伴い、それぞれの区分に応じて減額される金額を改正する。  
 

３ 施行期日及び適用区分 

⑴ 施行期日 

令和８年４月１日 

 ⑵ 適用区分 

   改正後の白岡市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度までの国民健康

保税については、なお従前の例によるものとし、適用区分を明確にす

る。 
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